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中小企業・小規模事業者に対する新型コロナウイルス感染症

対策の緊急融資に関して改善を求める会長声明 

 

政府は，本年４月７日，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき，７都府

県を対象に緊急事態宣言を発出し，同月１６日にはこれを全国に拡大，５月４日に

は同月３１日まで延長した。その後，同月１４日には３９県で解除に至ったが，依

然，国民生活全体に大きな影響が及んでいる。特に，リーマンショックをはるかに

上回ると言われる経済活動の停滞の中で，多くの中小企業・小規模事業者の業況が

急速に悪化し，資金繰りに困難が生じている。これらの中小企業・小規模事業者の

経営破たんを回避するための資金の注入は，もはや一刻の猶予も許されない。 

このような状況下での中小企業・小規模事業者の資金繰り支援策としては，日本

政策金融公庫や商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付や，信用保

証協会のセーフティネット保証制度，危機関連保証制度，さらには都道府県等によ

る制度融資を活用した民間金融機関による実質無利子・無担保融資等の新型コロナ

ウイルス感染症対策の緊急融資（以下，これらを「緊急融資」という。）が期待され

る。 

しかし，これらの緊急融資は，現在の金融機関の組織体制で対応可能な数を圧倒

的に上回る申込みがなされ，依然として融資実行までには時間がかかる状況にあり，

事業者が求める資金需要に追いついていない。 

また，一定の事業価値があるものの，既存の借入金負担が重い事業者や，事業再

生（民事再生手続の利用を含む。）に取り組んでいる事業者は，事実上，新規融資が

受けられない現実がある。 

さらに，緊急融資は，無利子・無担保とうたわれる一方で，代表者の個人保証が

求められる場合も少なくないが，個人保証の徴求が中小企業・小規模事業者にとっ

て過度な負担となることで，迅速な融資実行の妨げとなるおそれがある。このよう

な事態は，緊急融資を行う趣旨及び経営者保証の課題に対する適切な対応を通じて

その弊害を解消するという「経営者保証に関するガイドライン」の目的に適合しな

い。 

他方で，緊急融資を受けると既存借入に加えて更に借入金が増加することになる

が，その返済につき何らの軽減策もない状態では，その返済が負担となって中小企

業・小規模事業者が経営破たんするという事態にもなりかねず，また，それを怖れ

て緊急融資を受けること自体を躊躇させてしまうことにもなる。この点では，株式

会社東日本大震災事業者再生支援機構法において採用された債権買取りスキーム等

が参考になる。 
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以上の点を踏まえ，当連合会は，今般の新型コロナウイルス感染症の影響によっ

て，資金繰りが悪化している中小企業・小規模事業者に対する支援を促進する観点

から，国及び関係諸機関に対し，新型コロナウイルス感染症対策の緊急融資に関し

て次の４点について速やかに改善されることを強く求める。 

  

１ 中小企業・小規模事業者に対する緊急融資実行の迅速化・効率化を図るため

に，金融機関における融資の審査プロセスをより一層簡素化すること。 

２ 既存の借入金負担が重くなっている事業者や事業再生に取り組んでいる事業

者に対しても，積極的に緊急融資を推し進めること。 

３ 中小企業・小規模事業者に対する緊急融資については，原則として個人保証

を求めない運用とすること。 

４ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法において採用された債権買取り

スキーム等も参考にしつつ，既存債務を含めた緊急融資に対する返済の負担を

軽減する措置を検討すること。 

 

  ２０２０年（令和２年）５月１５日 

 

                       日本弁護士連合会 

                        会長 荒     中 
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令和２年５月１１日  

 

新型コロナ問題に自然災害ガイドラインを適用する場合の検討課題の提言 

 

仙台弁護士会会長 十 河   弘  

 

令和２年４月２８日付け「新型コロナウイルス感染症に対応した債務減免制度の整備を求

める提言書」を踏まえ，新型コロナウイルス感染症に対して自然災害ガイドラインを適用す

るに際しては，少なくとも以下の諸課題について検討されるべきである。なお，今後さらに

検討されるべき事項がある場合には，必要に応じて追加提言を行う予定である。 

 

１ 対象債務者（ＧＬ３（１））について 

 ① 返済比率基準について（「原則支払不能類型」の創設） 

返済比率にかかわらず，世帯人数に応じて年収額が一定金額以下の場合には，原則と

して支払不能要件を充足するものとして取り扱うべきである。 

  （理由） 

  ・自然災害GL では，原則として返済比率４０％超の場合を支払不能として取り扱うと

している（運用規準４・いわゆる返済比率基準）。しかし，収入が一定額以下の場合，

返済比率に関わらず返済余力が生じないことが通常であるから，このような場合に返

済比率基準を当てはめるのは妥当ではない。 

・例えば，年収が２人以下世帯は３００万円以下，３人世帯は４００万円以下，４人世

以上世帯は５００万円以下であれば，原則として支払不能とみなすといった運用が考

えられる。 

 ② 個人事業主の支払不能要件の判断 

個人事業主については，いわゆる年収基準・返済比率基準は適用せず，支払不能要件

を実質的かつ柔軟に判断すべきである。 

  （理由） 

  ・年収基準，返済比率基準は，住宅ローンを負担する消費者を念頭に置いて策定された

ものであり，個人事業主の場合は妥当しない。 

・仮に個人事業主の支払不能要件判断に関する一定の基準（目安）を策定する場合にお

いても，硬直的な運用とならないよう，柔軟な判断が可能なものとすべき。 

 ③ 弁済猶予等を受けている場合の支払不能要件の判断 
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支払不能要件の判断にあたっては，コロナを理由とする弁済猶予等を受けている場合

であっても，それがない状態を前提に判断すべきである。 

   （理由） 

   ・コロナを理由として弁済猶予等を受けている場合においても，仮に当該弁済猶予等

がなくなれば支払が困難となる場合には救済の必要がある。また，弁済猶予等がな

くなるまで制度の利用ができなければ，単に問題の先送りになりかねない。 

・なお，運用規準４なお書きでは，リスケを受けている場合でもリスケ前の返済額を

前提に支払不能要件を判定するものとされている。 

  ④ 新規融資を受けている場合の支払不能要件の判断 

コロナを原因とした新規融資を受けている場合でも，原則として支払不能要件充足

性を否定すべきではない。 

   （理由） 

   ・運用規準１４では，住宅ローン等の高額の新規融資を受けた場合には，特段の事情

がない限り，（支払不能要件を充足せず）ガイドライン手続を開始しないこととされ

ている。しかしながら，今般のコロナ対策における様々な融資制度が設けられてい

る中，生活や事業の再建のために融資を利用したがためにガイドラインの利用が否

定されることとなっては，ガイドラインの趣旨に反する。 

  

２ 対象債権者（自然災害ＧＬ３（２））について 

 ① 対象債権者の範囲 

   従前の自然災害GLと同様，原則として金融機関等でよいと考える。 

   （理由） 

金融機関以外の賃料債権者や売掛債権者なども含めた場合，合意の形成が困難となり，

円滑な債務整理が困難となるおそれがあるため。 

 ② 「既往債務」の範囲（基準時） 

   自然災害GLに基づく対象債権者となるのは，原則として既往債務の債権者であるが，

いかなる時点以前の債務を「既往債務」とすべきか，について検討が必要である。特定

の日をもって一律に定める考え方，個別事案ごとに定める考え方（例えば，コロナの影

響による売上減少や収入減少が発生した月の末日とする等）が考えられる。 

 

３ 登録支援専門家の委嘱（自然災害GL５）について 

 ① 主たる債権者の着手同意 
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   登録支援専門家委嘱の要件として，主たる債権者の着手同意が必要とされる点につい

て，これを不要とすることも含め検討されるべきである。 

  （理由） 

  ・金融機関等の担当者のガイドラインに対する認識によっては，債務者のガイドライン

利用を阻害することにもなりかねないうえ，債務者にとっても負担である。 

・対象債務者要件に該当しないことが「明白な」場合以外は着手同意することとされて

いる以上，金融機関においても実質的判断をすることは予定されていない。 

・金融機関の着手同意の有無にかかわらず，弁護士会から運営機関に委嘱依頼がなされ

た事案については，登録支援専門家を委嘱する，という方式等が考えられないか。 

 

４ 債務整理の開始等（自然災害ＧＬ６）について 

 ① 必要書類の簡素化 

   簡易迅速な手続きでの債務整理を可能とするために，必要書類の簡素化が検討される

べきである。とくに，原則支払不能類型（上記１①参照）に該当する場合は，類型的に

必要書類の簡素化がはかられるべきである。 

 

５ 調停条項案（自然災害ＧＬ８）について 

 ① 個人事業主の債務弁済期間 

   個人事業主の事業再建型の弁済計画については，債務弁済期間を原則１０年以内とす

ることが検討されるべきである。 

  （理由） 

・新型コロナウイルスの事業に対する影響は長期化する懸念もあることから，事業者に

ついては，現行の５年という弁済期間を通常再生に準じて原則１０年とすることが検

討されるべき。 

 ② 自由財産の範囲 

  ａ 非事業者の自由財産の範囲 

    原則として，現行自然災害GLの考え方（差押禁止財産のほか，５００万円を上限

とする預貯金を自由財産として認める等）は維持されるべきである。 

ｂ 個人事業主の事業用資産の取り扱い 

    個人事業主の事業用資産については，原則としていわゆる５００万円枠とは別枠の

自由財産として取り扱われるべきである。 

   （理由） 
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   ・個人事業主が事業再建をはたすためには事業用資産の保持は必要不可欠。 

   ・差押禁止財産に該当する場合も少なくない。 

   ・仮に差押禁止財産には該当しない場合でも，ほとんどのケースではほぼ処分価値は

ないものと考えられる。 

  ③ リース債権者の取り扱い 

    リース債権者も対象債権者に含まれるが（ＧＬ３⑵），その弁済計画案においては，

公正価額の弁済により残リース債務の免除を受けられることが可能であることが確

認されるべきである。 

   （理由） 

   ・個人事業主が事業を継続するためには，事業用リース物件の保持が必要であること

が多いが，リース物件については他の担保権と同様に，公正価額の弁済を行うこと

により保持が可能であることが確認されることが，リース債権者との間の円滑な債

務整理の成立に資する。 

以 上  
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偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書 

 

                    ２０２０（令和２）年５月１３日 

東京弁護士会 会長 冨 田 秀 実 

第１ 意見の趣旨 

１ 捜査当局（検察庁・警察）は、ファクタリングと称して、貸金業の登録を受

けずに、業として、年利換算で２０％を超える高額な手数料で、「金銭の貸付

け」に該当すると解すべき資金融通サービス（具体的には、ファクタリング契

約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いてい

る場合、債務者への通知や債務者の承諾の必要がない場合や、譲渡人が譲受人

から債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合

など）を行う者（以下「偽装ファクタリング業者」という。）について、貸金

業法違反（無登録営業）および出資法違反（高金利）の摘発・取締りを強化す

べきである。 

２ 国（金融庁・法務省）、都道府県および国民生活センターは、前項のような

偽装ファクタリング業者についての実態把握に努め、広く国民に対し、その手

法を公開し、これら偽装ファクタリング業者を利用することのないように注意

喚起するとともに、すでに偽装ファクタリング業者を利用してしまった被害者

のための相談体制を強化すべきである。 

３ 国（衆議院・参議院・金融庁・法務省）は、法解釈上の疑義が生じる余地が

ないよう、貸金業法第２条、第４２条及び出資法第７条を改正して、第１項の

ような偽装ファクタリング業者の行う資金融通サービスについても、金銭の貸

付けとみなす（金銭の貸付けに含む）ことを、条文上、明記することを検討す

べきである。 

 

第２ 意見の理由 

１ ファクタリングの増加 

いわゆるファクタリングとは、企業が保有している売掛債権を割り引いて買

い取り、その債権の管理・回収を行うサービスであると考えられているが、こ
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のところ、ファクタリングと称して、実質的には、高金利で金銭を貸し付けて

いるものとみるべき事例が増えてきている。 

これらファクタリング業者は、自らの行っている事業は「債権の売買」であ

り、金銭の「貸付け」には当たらないから、貸金業法や出資法の適用を受けな

いなどと主張し、貸金業の登録も受けないまま、あたかも、合法な金融サービ

スであるかのように、堂々と、インターネット上で宣伝広告をし、広く顧客を

募っている。その上で、年利に換算すると数百パーセント以上にも相当するよ

うな高額な手数料（債権額と債権買取金額の差額）を徴収している。 

さらに、最近では、給与ファクタリングと称して、給与所得者から、賃金債

権を買い取るという形式を用いて、年利に換算すると数百パーセント以上にも

相当するような高額な手数料を徴収して、資金融通サービスを行う者も増えて

きている。 

これらの事例のほとんどは、債権の買い取りの際に債務者への通知を行わな

い、いわゆる「二者間ファクタリング」であり、ファクタリング業者が自ら債

権の管理・回収を行っているという実態はない。 

２ ファクタリング取引も「貸付け」に該当し得ること 

貸金業法は、「金銭の貸付け」は「手形の割引、売渡担保その他これらに類

する方法によつてする金銭の交付を含む。」としている（同法第２条第１項）。

また、出資法も、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて

する金銭の交付」は「金銭の貸付けとみなす。」としている（法第７条）。 

したがって、たとえファクタリング取引（売買契約）の形式（金銭消費貸借

契約以外の法形式）をとっていたとしても、それだけで、当然に貸金業法およ

び出資法の適用を免れるものではない。いわゆるファクタリング取引であって

も、経済的に貸付け（金銭の交付と返還の約束が行われているもの。）と同様

の機能を有しているものは、貸金業法第２条第１項および出資法第７条の「手

形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当することになる。 

この点、例えば、ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人

に償還請求権や買戻請求権が付いている場合など、債権譲受人は回収不能のリ

スクを負わず、これを譲渡人が負担するような形になっている場合には、手形



 - 3 -

の割引にも近く、経済的に貸付けと同様の機能を有しているといえるから、「手

形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると解すべきである。 

また、ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、売掛先への通知や

承諾の必要がない場合や、債権の譲渡人が譲受人から債権を回収する業務の委

託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合（いわゆる二者間ファクタリ

ング）も、売買の目的物とされる債権を譲渡人から譲受人に確定的に移転させ、

譲受人から債務者に対して直接その支払を求めることは、原則として予定され

ず、譲受人は通常、譲渡人に対してその支払を求めることが想定されているこ

となどからすれば、実質的には、経済的に債権担保貸付けと同様の機能を有し

ているものといえるから、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」

に該当すると解すべきである。 

このところ問題となっている事例の多くは、これらに当たると考えられるも

のである。したがって、貸金業法の登録を受けずに、業として、このような資

金融通サービスを行っている場合には貸金業法違反（同法第４７条第２号、第

１１条第１項）であり、また、その手数料（債権額と買取金額の差）が年率換

算で出資法違反の高金利となる場合には出資法違反（同法第５条第２項、同第

３項）となる。 

３ ファクタリング被害ホットラインの実施 

当会では、近年、貸金業登録のない業者がファクタリングを謳って売掛金や

給与などの債権の売買を装い、実質的に利息制限法や出資法の上限利率を超え

る高い利息を取っている事案が増えていることから、このような悪質なファク

タリング取引に苦しんでいる方からの相談に応じるとともに、ファクタリング

被害の実態を把握することを目的として、２０１９年１２月１０日、「ファク

タリング被害ホットライン」と題して、無料電話相談を実施した。 

上記のホットラインに寄せられた相談の多くは給与ファクタリングに関す

るものであり、いずれも、約１か月先の給与債権の一部を債権額の６～８割程

度で売ったこととするなど、これを年利に換算すると、数百パーセント以上と、

出資法５条第１項・第３項の上限利率をも大幅に上回るものであった。 

また、事業者の売掛債権ファクタリングについても、同様に、約１か月先が
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支払期日となっている売掛債権の一部を債権額の８割程度で売ったこととする

などであり、やはり、これを年利に換算すると、出資法５条第１項・第３項の

上限利率をも大幅に上回るものであった。 

このような偽装ファクタリングを利用してしまった被害者らの多くは、資金

繰りに窮している中で、あたかも、それが適法な金融サービスであるかのよう

な宣伝広告に接し、これを利用してしまったものであり、また、もし偽装ファ

クタリング業者への支払をしないときは、売掛先や勤務先に知られてしまうこ

とを怖れている。これら偽装ファクタリング業者は、こうした資金需要者らの

弱みにつけこんだ悪質な手法である。 

４ 違法ファクタリング業者の被害の根絶のための取組の必要性 

金融庁は、２０１９年初めに、ホームページ上で、「違法な金融業者からの

借入れに関する相談等」に対する「アドバイス」として、次のとおり、注意喚

起をした。 

すなわち、「ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償

還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない

場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受

人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可

能性が高いことから、相手方業者の貸金業登録の有無を確認のうえ、手数料（又

は債権額と買取額の差）が年率換算で事実上の高金利になっていないか、十分

にご注意ください。」というものである。 

しかし、このような注意喚起にもかかわらず、その後も、インターネット上

などでは、あたかも、合法な金融サービスであるかのように、堂々と、違法な

ファクタリング取引の宣伝広告が行われている。その結果、このような偽装フ

ァクタリング業者による被害は、さらに増大している。しかも、被害にあって

も泣き寝入りする者も少なくないと推認されるから、表に出ている被害は、あ

くまでも氷山の一角に過ぎないとも考えられる。 

このような偽装ファクタリング業者による被害の拡大を踏まえ、金融庁は、

２０２０年３月５日付で、一般的な法令解釈に係る書面照会手続に対する回答

において、給与ファクタリングを業として行うことが貸金業法上の貸金業にあ
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たるとの解釈を示しており、また、東京地方裁判所令和２年３月２４日判決は、

かかる給与ファクタリング契約は貸金業法第４２条第１項により無効となるこ

とを明らかにしているところであるが、かかる被害を根絶するためには、関係

各機関の一層の取組の強化が不可欠である。 

５ 関係各機関への要請 

当会としても、このような偽装ファクタリング業者による被害が、社会問題

と言いうるほどに拡大している現状を踏まえ、貸金業法及び出資法の潜脱を赦

さず、引き続き被害救済に向けた取組を一層強化していく所存であるが、関係

各機関に対し、以下の通り要請する。 

このような偽装ファクタリング業者は、貸金業法に違反して、無登録で貸金

業を営む者であり、出資法に違反して、同法所定の上限金利を超える利息の契

約をし、これを受領し、又はその支払いを要求している者であるから、捜査当

局（検察庁および警察）においては、その摘発・取締りを強化すべきである。 

国（金融庁・法務省）は、都道府県及び国民生活センターは、かかる偽装フ

ァクタリング業者についての実態把握に努め、広く国民に対し、その手法を公

開し、これら偽装ファクタリング業者を利用することのないように注意喚起す

るとともに、すでに偽装ファクタリング業者を利用してしまった被害者のため

の相談体制を強化すべきである。 

このように、現行法の範囲内においても、関係各機関の取組の強化によって、

偽装ファクタリング業者について、適切な規制及び取り締まりを行うべきであ

るが、さらに、「金銭の貸付け」について法解釈上の疑義が生じる余地のない

ようにし、法の潜脱を許さないためには、国（衆議院・参議院・金融庁・法務

省）において、貸金業法第２条、第４２条及び出資法第７条の改正を行うこと

も、検討すべきである。 

以上 



いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的

な取締りを求める会長声明 

 

近時，「給与ファクタリング」等と称して，業として，個人（労働者）が使用者

に対して有する賃金債権を買い取った上で金銭を交付し，当該個人を通じて当該債

権に係る資金の回収を行う者（以下「給与ファクタリング業者」という。）が急増

している。新型コロナウイルス感染症の影響から生活が困窮し，給与ファクタリン

グ業者に手を出してしまうケースが増加している。 

給与ファクタリング業者は，自らの行っている業務は「債権の売買」であり，「金

銭の貸付け」には当たらないから，貸金業法や出資の受入れ，預り金及び金利等の

取締りに関する法律（以下「出資法」という。）の適用を受けないなどと主張し，

あたかも合法な資金融通サービスであるかのようにホームページ等で宣伝・広告を

し，広く顧客を募っている。 

しかしながら，労働者が使用者に対して有する賃金債権について，労働者が賃金

の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても，その支払については労働

基準法第２４条第１項が適用され，使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなけ

ればならない。そのため，「給与ファクタリング」と称するスキームにおいて，給

与ファクタリング業者は，労働者に対してその支払を求めるほかない。そうであれ

ば，当該スキームは，経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられ，貸金

業法第２条第１項及び出資法第７条の「手形の割引，売渡担保その他これらに類す

る方法によってする金銭の交付又は授受」，すなわち「金銭の貸付け」に当たる。

なお，貸金業の監督官庁である金融庁も，令和２年３月５日付けで公表した同庁監

督局総務課金融会社室長名の「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手

続（回答書）」において，同様の解釈としている。 

したがって，給与ファクタリング業者が，貸金業の登録を受けずに，業として，

「給与ファクタリング」と称する資金融通サービスを行うことは，貸金業法に違反

する（同法第４７条２号，第１１条第１項）。また，給与ファクタリング業者が徴

収する手数料は利息とみなされるから（出資法第５条の４第４項），これを年利に

換算した場合に年１０９．５パーセントを超えているときは，出資法に違反する（同

法第５条第３項）。上記のいずれも刑事罰の対象となる行為である。 

この点，給与ファクタリング業者の多くは，年利に換算すると数百パーセント以

上にも相当するような高額な手数料（債権額と買取金額の差額）を徴収しているの

であって，かかる業者は貸金業法及び出資法に違反する違法なヤミ金融業者と断ず

るほかない。 

新里構成員資料７

LU0195
長方形



そこで，当連合会は，金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し，給与ファク

タリング業者の取締りを徹底するよう求める。併せて，当連合会は，給与ファクタ

リング業者と称するヤミ金融の撲滅に向けて，相談体制を強化するなど，改めて努

力する所存である。 

 

２０２０年（令和２年）５月２２日 

 

日本弁護士連合会  

会長 荒     中 



事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う

業者の取締りの強化を求める会長声明 

 

近年，事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で，業として，資

金融通サービスを行う者（以下「ファクタリング業者」という。）が増加している。

特に，最近では，新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小

企業の間で，このようなファクタリングが利用されている。 

しかし，債権の買取代金が著しく低額であったり，高額な手数料を差し引いたり

する仕組みのファクタリングを利用すれば，かえって資金繰りが悪化することにな

る。 

ファクタリングと称し，売掛債権を買い取るという形式を採っていたとしても，

債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額であったり，高額な手数料を差し引い

たりする一方で，買い取った当該債権の管理・回収を自ら行わず，その売主に当該

債権を回収させ，これをファクタリング業者に支払わせるものは，経済的に貸付け

と同様の機能を有していると考えられるから，貸金業法第２条第１項や出資の受入

れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」という。）第７条の

「手形の割引，売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授

受」，すなわち「金銭の貸付け」に当たるものである。 

したがって，貸金業の登録を受けずに，業として，上記のような金銭の貸付けに

当たる資金融通サービスをファクタリング業者が行うことは，貸金業法に違反する

（同法第４７条２号，第１１条第１項）。また，上記のようなファクタリング業者

が徴収する手数料は利息とみなされるから（出資法第５条の４第４項），これを年

利に換算した場合に年２０％を超えているときは，出資法に違反する（同法第５条

第２項。さらに年１０９．５％を超えているときの重罰規定として同条第３項）。

これらは，いずれも刑事罰の対象となる行為である。 

加えて，民事的には，手数料が年利換算で年１５～２０％を超えているときは利

息制限法により制限超過部分が無効となる上，さらに年１０９．５％を超えている

ときは，貸金業法第４２条１項により契約全部が無効となるものである。 

そこで，当連合会は，金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し，中小企業が

違法なファクタリング業者の被害に遭わないための注意喚起を積極的に行うととも

に，貸金業法及び出資法に違反する違法なファクタリング業者の取締りを強化する

よう求める。併せて，当連合会は，これら違法なファクタリング業者を利用した被

害者の救済に向けて，相談体制を強化するなど，改めて努力する所存である。 

 

新里構成員資料８

LU0195
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２０２０年（令和２年）６月１７日 

 

日本弁護士連合会 

会長 荒     中 
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